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信念文における話し手による指示と 信念者による指示  

 

 

                      入江  幸男  

 

信念文とは、「トムは、・・・と信じる」というような文である。「信じる」

以外に「思う」「考える」などの動詞が使われた文もこれに含めてよいだろ

う。「知っ ている」「気づく」 などの 動詞が使わ れた文 は、知識文 と 呼び 、

信念文と 区別する のがよい かもしれ ないが、 ここでは 知識文も 広義の信 念

文として論じることにする。１）  

 信念文 について は、代入 則が適用 できない こと、内 部量化が できない こ

となどが 、指摘さ れてきた 。 ２）こ の論文で は、 第一 章でクワ インによ る

内部量化 への批判 を検討し 、 その問 題点を指 摘する。 第二章で は、 信念 文

における 指示の区 別（ 話し 手による 指示と信 念を 帰属 され た信 念者によ る

指示の区 別）によ って、 内 部量化が できない 理由を分 析し、信 念文の構 造

をより明 確に表現 する 表記 法を提案 し、最後 にこの改 良された 表記法に よ

って、クワインの問題点が解決されることを示 す。  

 

第１章  クワインによる内部量化批判の検討  

こ こ で は 準 備 作 業と し て 、 信 念 文 にお け る 内 部 量 化 とは 何 か 、 そ れ が ど

のような ディレン マを もつ のか、ク ワインに よる問題 の解決 方 法、その 問

題点を説明しよう。  
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1 内部量化とは何か  

ク ワ イ ン は 、 知 識文 や 信 念 文 な ど の代 入 則 が 適 用 で きな い 文 脈 を 「 指 示

的に不透 明」３） と呼び、 そのよう な 「指示 的に不透 明な文脈 の内部へ 量

化すること (quantify into）」（これが「内部量化」と呼ばれるものである）

は、認め られない という。 ４）例え ば、次の (1)は問 題のない 文である が 、

(2)は内部量化である。  

(1)トムは、（∃ｘ）（ｘはカティリーネを告発した）ということを知ら

ない。  

(2)（∃ｘ）（ｘがカティリーネを告発したことをトムは知らない）  

信念文が 、ラッセ ルの言う 大作用域 のもので あるとき 、それは つねに（ 指

示的に不 透明な文 脈への） 内部 量化 である。 ただし、 ラッセル の言う小 作

用域であ っても 、 例えば (2)の否 定 である (3)は、 ク ワインの いう内 部 量化

である。  

(3)￢（∃ｘ）（ｘがカティリーネを告発したことを トムは知らない）  

 

２、内部量化のディレンマ  

 クワインは、なぜ信念文への内部量化を認めないのだろうか。いま仮に、

次の３つが成立しているとしよう。  

(4)キケロがカティリーネを告発したことを トムは知っている。  

(5)キケロ＝タリ ということをトムは知らない。  

(6)タリがカティリーネを告発したことを トムは知らない  

この (6)に存在的一般化を適用すると、 上述の内部量化の文 (2)になる。  

(2)（∃ｘ）（ｘがカティリーネを告発したことを トムは知らない）  

「 そ れ が カ テ ィ リ ー ネ を 告 発 し た こ と を ト ム が 知 ら な い よ う な も

のが存在する」  

しかし、クワインはこの (2）を認めない。その理由を彼は次のように言う。  
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「この対象、すなわち、カティリーネを告発したのだが、トムはその事

実を知らないでいるような対象とは 、何だろうか。タリ、すなわち、キ

ケロだろうか。しかし、そう考えること は、(11)［キケロがカティリー

ネ を 告 発 し た こ と を ト ム は 知 ら な い ］ が 偽 で あ る と い う 事 実 と 相 反 す

る。」５ )  

 

ク ワ イ ン の こ の 文章 を 次 の よ う に 解説 で き る だ ろ う 。こ こ で の 問 題 は 、

我々が次の問いにうまく答えられないということである。  

問い「カティリーネを告発したのだが、トムがそれを 知らないでいるよ

うな対象とは何だろうか。」  

確かにこの問いに答えることは 難しい。なぜなら、「それは、タリです」と

答えたな らば、こ の答に代 入 則を適 用して「 それはキ ケロです 」という こ

ともできるからである。しかし、この答は上述の (4)と矛盾する。そこでク

ワインは 、次のよ うに考え たの であ ろう。＜ この問い は、問い として成 り

立たない 。それは 、 この問 いの前提 つまり (2)が成り 立たない からであ る 。

＞（我々 はクワイ ンのこの 結論を 正 しいと考 える。た だし クワ インのこ の

論証につ いては、 問いの分 析を含め て、別の 機会に詳 し く検討 しなおす 必

要があると考える。）  

 

３、新しい表記法の導入  

ク ワ イ ン は 、 こ のデ ィ レ ン マ か ら 脱出 す る た め に 、 論文 「 量 化 と 命 題 的

態度」６ ）で新し い表記法 を提案す る。 その 論文でク ワインは 、命題的 態

度 の 文 に つ い て 、 関 係 的 意 味 (re lat ional  sense) と 概 念 的 意 味 (not ional  

sense )の区別を述べている。  

     (7 )   (∃ x) (  Ralph bel ieves  that  x  i s  a  spy)  
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         「ラルフがそのひとをスパイだと信じているひとがいる 」  

    (8 )   Ralph bel ieves  that  (∃ x) (x  i s  spy)  

          「ラルフはスパイがいると信じている 」  

この (7 )が「関係的意味」、 (8 )が「概念的意味」と呼ばれる。これは、 de re

信念文と de dicto 信念文の区別に対応づけられているようである。しかし、

クワインは、 (7 )のような内部量化を認めなかった。 そこで、クワインはこ

の関係的意味での信念文を表現するために、 新しい表記法を導入する。  

クワインは、「信念」を「信念者」と「内包」 ( intens ion)の間の関係とし

て理解する。「内包」とは一般的には、「自由変項のない that 節」であると

いわれる。「 0 度の内包」は「命題」、「１度の内包」は「属性」（ 例えば、「ス

パイ性」を z (ｚはスパイである） と表記する）、「より高度の内包」は「関

係」（例えば、 yz(ｙ denounced z )は、二項関係）である。  

信 念 者 と 命 題 と の間 の 「 信 念 の 二 項関 係 」 は 、 例 え ば次 の よ う に 表 示 さ

れる。これによって「概念的意味」の信念が表現される。  

  (9 )  Ralph bel ieves  that  Ortcut t  i s  a  spy.  

    B Ralph [Ortcutt  i s  a  spy]  

信念者と対象と属性の間の「信念の三項関係」は 例えば次のようになる。  

  (10)  Ralph be l ieves  z  (z  i s  a  spy)  o f  Ortcutt .  

        B  Ralph z  (z  i s  a  spy )  o f  Ortcutt  

同様に、「四項関係」の信念は 例えば次のようになる。  

  (11)  Tom bel ieves  yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine .  

        B  Tom yz (y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine  

信念の三項以上の関係においては、対象が指示されており、「関係的意味」

の信念が表現されている。  

 

４、新しい表記法によるディレンマの解決  
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 クワイ ンは、内 部量化の 言明をこ の表記 法 で表現し なすこと によって 、

ディレン マを解決 できると 考える。 その説明 のために 、 クワイ ンは次の ３

つが成立しているケースを想定する。  

  (12 )ラルフは、海岸で見た男はスパイではない、と信じている。  

  (13)ラ ル フ は 、 海 岸 で 見 た 男 と 茶 色 の 帽 子 の 男 が 同 一 人 物 で あ る こ と

を知らない。  

(14)ラルフは、茶色の帽子の男がスパイである、と信じている   

この (14)に存在的一般化を適用すれば、次の (15 )の 内 部量化の文が でき る。 

  (15)（∃ x）（ラルフは、ｘがスパイである、と信じている）  

（∃ x） B Ralph [x  i s  a  spy ]  

ク ワ イ ン は 、 こ の (15)の 内 部 量 化 の 文 を ナ ン セ ン ス だ と 言 う の で あ る が 、

これを新しい表記法で次のように表現したものは有意味であるという。  

(16)  (∃ x)（ B Ralph  z (z  i s  a  spy)  o f  x）  

ここで、「ラルフが、その人がスパイであると信じているひとは、誰か」と

問われたならば、クワインは次のように答えるだろう。  

(17)  B Ralph z (z  i s  a  spy)  o f  the man in the brown hat 

  「ラルフは、茶色の帽子の男がスパイであると信じる」  

クワインは、これに代入則を適用することを認めるので、次の答も認める。  

(18)  B Ralph z (z  i s  a  spy)  o f  the man seen at the beach 

  「ラルフは、海岸で見た男がスパイであると信じる」  

しかし、クワインは上の (12)を想定していた。 こ の (1 2 )は次のよう にな る。      

(19)  B Ralph z (z  i s  not  a  spy)  o f  the man seen at the beach  

  「ラルフは、海岸で見た男がスパイでないと信じる」  

これは、一見矛盾するように見えるのだが、クワインは、これから直ちに、

次が帰結するのではない、と言う。  

  (20)  B  Ralph z (z is a spy. z  i s  not  a  spy)  o f  the man seen at the beach 
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    「ラルフ は、海岸 で見た男 がスパイ でありか つスパイ でないと 信

じる」  

確かに、 (18)と (19 )だけからは (20)が帰結しないことは、 Kaplan の考案し

た表記法によって明瞭に示され た。７）  

 

５、クワインによる解決の問題点  

さてクワインは、本当に内部量化の問題を解決したのだろうか。つまり、

内部量化 は認めな いが、 も との日常 語の文を 新しい表 記法で表 現 できる よ

うになっ たのだろ うか。残 念ながら そうでは ない。そ のことを 、論文「 指

示と様相」で内部量化のディレンマを指摘したときの 例文で確認しよう。  

上述の内部量化の例文 (2 )は、クワインの表記法で 次のように表現される。 

  (21)  (∃ x )（￢ K Tom yz(y  denounced z )  o f  ｘ  and Cat i l ine）  

「 そ れ が カ テ ィ リ ー ネ を 告 発 し た こ と を ト ム が 知 ら な い よ う な も の

が存在する」  

ところで、 このよ うに表記さ れたと き、「カテ ィリー ネを告発し たのだ が、

トムがそ れを知ら ないでい るような 対象とは 何だろう か」とい う問いに ど

のように 答えるこ とになる のだろう か。クワ イン は、 次のよう に答える は

ずである。  

  (22)  ￢ K Tom yz(y  denounced  z )  o f  Tul ly  and Cat i l ine  

    「タリがカティリーネを告発したことをトムは知らない」  

この Tul ly に Cicero を代入した次の文をクワインは認めるはずである。  

  (23)￢ K Tom yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine 

    「キケロがカティリーネを告発したことをトムは知らない」  

しかしキケロついては (4 )が成立していた。この (4 )は次のように表現される。 

  (24)  K Tom yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine  

「キケロがカティリーネを告発したことをトムは知っている」  
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この (23)と (24)は明白に矛盾する。  

 ただし、この矛盾はカプランの表記法で 表現するならば解消する 。まず、

それを確 認してお こう。 カ プランは 、 チャー チに従っ て、表示 関係を示 す

述語‘Δ ’を導入 する 。８ ）つまり 、Δ（α 、ｘ）は 、表現α が対象ｘ を

表示（ denote）することを表わしている。これを用いると、(23)と (24)は、

次の (25)と (26)になるだろう。  

(25) (∃α )（Δ（α、 Cicero） & K Tom 「α  denounced Catiline」）  

(26) (∃α )（Δ（α、 Cicero） & ￢ K Tom 「α  denounced Catiline」） 

この (25)と (26)から必然的に帰結するのは (27)であり、これは矛盾しない。 

(27) (∃α )(∃β )（Δ（α、 Cicero） & Δ（β、 Cicero） & K Tom「α  

denounced Catiline」  & ￢ K Tom「β  denounced Catiline」）   

しかし、カプランの表記法で矛盾が解消することは、クワインの表記法

での明白 な矛盾を 解決する ものでは ない。ク ワインが 、 内部量 化を否定 し

たのと同 じく、 我 々はクワ インの表 記法での 存在量化 子の使用 も否定す べ

きなのだろうか。我々はこの問題を解決する ための策を以下で提案したい。 

 

第二章  信念者による指示と話し手による指示  

１、指示 S と指示 B の区別の説明  

信念文を理解する には、従属節内の指示表現が、信念文の主語の人物（信

念者）に よって行 われる指 示の仕方 を表現し ている場 合（これ を指示Ｂ と

表示しよ う）と、 信念文を 言明する 話 し手に よって行 われる指 示の仕方 を

表現している場合（これを指示Ｓと表示しよう）との区別が必要であろう。  

例 え ば 、 あ る パ ーテ ィ で ａ さ ん が ｂさ ん と 話 し て い て、 ａ さ ん は 、 ｂ さ

んが向こ うのテー ブルにい る 人物を 男性だと 信じてい る 、とい うことに 気

付いたと しよう。 確かに男 性にも見 えるのだ が、ａさ んは その 人物の前 か

らの知り 合いで、 女性であ る ことを 知ってい るとしよ う。ａさ んが、ｃ さ
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んに「ｂさんは、あの女性が男性だ、と 思っているよ」と言うとき、「あの

女性」は 、話し手 （ａさん ）がある 人物を指 示するた めに用い ている表 現

（指示Ｓ ）である 。信念者 （ｂさん ）は、そ の人物を 指示する のに決し て

「あの女性」という表現を用いない はずである。  

こ れ に 対 し て 、 例え ば 上 述 の 「 ラ ルフ は 、 茶 色 の 帽 子の 男 が ス パ イ だ と

信じてい る」とい う言明で の 「茶色 の帽子の 男」は 、 信念者で あるラル フ

が対象を指示する仕方を示す表現 であり、この指示は指示 B である。  

あ る 表 現 が 、 指 示Ｓ で あ り 、 か つ 指示 Ｂ で も あ る と いう こ と も 多 い だ ろ

う。例えば上のパーティで、ｂさんがａさんに、「僕は、向こうの人は男性

だと思う」と言い、それを聞いたａさんがｃさんに、「 b さんは、向こうの

人が男性 だと思っ ている」 と言った としよう 。 このａ さんの言 明の 「向 こ

うの人」 という表 現は、 話 し手（ａ さん） が ｃさんに 対象を指 示する仕 方

でもあり 、また同 時に、信 念者 （ｂ さん）が 対象を指 示する仕 方でもあ る

と言えるだろう。  

 

２ 、指示Ｓ と指示Ｂ の区別は 、どのよ うに表現 される の か（クワ インの表

記法）  

 ではこ の指示の 区別は 、 クワイン の表記法 において どのよう に 理解す べ

きだろう か。上の 例のａさ んの言明 「ｂさん は、あの 女性が男 性だ、と 思

っている よ」につ いて考え てみよう 。この文 での信念 者（ｂ） は、対象 を

表示する のに決し て「あの 女性」と いう表現 を用いな いはずで ある。 ク ワ

インの表記法では、次のように表現すべきだろう。  

(28 )Ｂｂ m(ｍは男性である )o f  あの女性  

クワイン の表記法 では、信 念が、信 念者と対 象と内包 （属性や 関係）か ら

なる三項 以上の関 係である とき、そ の対象は 、 話し手 によって 指示され て

いると思 われる。 クワイン が、この 三項以上 の関係に おいては 、同一対 象
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を指示す る別の名 前を代入 すること が できる と考えて いること からも、 こ

れは指示Ｓであるといえる。ここで話し手は信念を信念者、対象、内包（属

性）の三 項関係 と して記述 している のであり 、 話し手 が 信念者 を指示し て

いるのだ とすれば 、 対象も 内包も話 し手が指 示してい るのだと 考えるの が

よいだろ う。とこ ろで、こ の文で「 あの女性 」を指示 している の は、信 念

者ではないのだから、この文は信念者の de  re 信念を表現した文ではない

と考えるべきだろう。  

他 方 、 ク ワ イ ン の表 記 法 で 、 信 念 が信 念 者 と 命 題 の 二項 関 係 で 表 現 さ れ

るときは 、この命 題 全体が 話し手に よって指 示されて いる 、と 考えるの が

よいだろ う。なぜ なら、こ こで 信念 を二項関 係として 述べてい るのは話 し

手であり 、話し手 が一方の 項である 信念者を 指示して いるの だ とすれば 、

他方の項である命題も、話し手が指示していると考えるべき だからである。

もし二項 関係の信 念文 にお いて信念 者が 従属 文を指示 している のではな い

のならば、これは信念者の de dicto 信念を表現する文ではないと 言えるだ

ろう。  

で は 二 項 関 係 の 信念 文 の 従 属 文 中 の指 示 表 現 で 対 象 を指 示 し て い る の は、

誰だろう か。これ について は 、話し 手である のか信念 者である のか 不定 で

あり、何 も言及さ れていな い 、と考 えるのが よいので はないだ ろうか。 あ

るいは、この命題の中の指示表現は指示 B であると考える論者もいるかも

しれないが、次のような否定文を考えると、 指示 B でない場合があること

が解るだろう。  

 (29)￢Ｂ b[向こうのテーブルの人 は女性だ ]  

   「ｂさんは、向こうのテーブルの人が女性だと は思ってもいない」  

この場合 には、ａ さんは、 ｂさんが 思っても いない命 題に関し て述べて い

るのであって、その命題の中の指示表現もまたｂさんによるものではない、

と考えら れるので ある。 ま た、信念 者が信じ ている命 題から長 い推論に よ
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って論理 的に導 出 されるが 、信念者 は考えた こともな いような 命題につ い

て、話し手が、その信念を信念者に帰属させるというケースも考えられる。  

 次のような反論があるかもしれないので、応えておきたい。＜‘Ｂ a  p  o f  

s’は、規約によって de  r e 信念文なのであり、ａがｐとｓを指示している。

また、‘Ｂａ [ s  i s  p ]’は、規約によって de  d i c to 信念文なのであり、信念者

ａが命題 [ s  i s  p ]  を指示している。＞この反論がもし正しいのならば、我々

は、‘Ｂ a  p  o f  s’のｓに同じ対象を指示する別の名前を代入することが出 来

ないはず である。 しかし、 この文脈 への代入 は許され ている。 ゆえに、 規

約によってそのように決まっていると理解することはできない。  

 

３、 de re 信念と de  dic to 信念の区別は、どのように表現される のか  

 クワインは信念文の de re 信念と de dicto 信念の区別について、 次のよ

うに考え ている可 能性があ る。＜二 項関係の 信念文は 、概念的 意味の信 念

を表現し、三項以上の関係の信念文 は、関係的意味の信念を表現している。

そして、この区別は、de dicto 信念と de re 信念の区別に対応している。＞

（これが クワイ ン 解釈とし て正しい かどうか は、自信 がもてな いが）事 柄

の認識として、これは間違っているのではないだろうか。  

 上に述 べたこと が正しけ れば、こ れは （尐 なくとも その後半 部分が） 間

違 っ て い る こ と に な る 。 ま ず 注 意 し て お き た い の は 、 de re  信 念 文 と de 

dicto  信念文の区別は、信念者にとっての区別であるということである。そ

れゆえに、この区別は、指示 S と指示 B の区別とは無関係である。  

では、信念者にとっての de re 信念と de dicto 信念の区別をどのように

表現すればよいのだろうか。まず、 次の (30)のような形式で de di cto 信念

文を表現することを提案したい。  

  (30 )  B b  [Ｂ b  [向こうのテーブルの人は男性だ ] ]  

これは二項関係の信念文であるので、左端のｂと命題 [Ｂ b [向こうのテー
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ブルの人は男性だ ] ]（命題 1 と呼ぼう）を指示するのは、 (30)の話し手であ

る。上の議論に従えば、この命題 1 の中の指示表現で指示しようとしてい

るのが (30)の話し手（ａさん）であるか、信念者（左端のｂ）であるかは、

不 定 で あ る 。 し か し こ の (30)の 二 項 関 係 の 信 念 文 は 特 殊 で あ る 。 つ ま り 、

この命題 １そのも のが、信 念文であ り、し か もその信 念者が主 文の信念 者

と同一人物となっている。このような場合には、命題１の内部の 命題 [向こ

うのテーブルの人は男性だ ]（命題２と呼ぼう）を指示する者は、不定では

なくて、信念者（ ｂ）になるだろう。  

なぜ な ら 、命 題 １ を指 示 す るの は (30)の 話 し 手で あ る が、 こ の 命題 １の

＜ 話 し 手 ＞ は ｂ で あ る 。 仮 に 、 (30)の 話 し 手 が 、 ｂ が 心 の 中 で 命 題 １ を 話

している と考えて いるので はなく、 この話し 手が勝手 にｂに命 題１への 信

念を帰属 させてい るのだと しても、 ｂがこの 命題１を （信じて ）話すこ と

を（意味 論の上で ）この話 し手は想 定してい る 。とこ ろで、命 題１のな か

の命題を 指示する のは、命 題１の ＜ 話し手＞ （ｂ）で あるか、 あるいは 命

題２を信 じている 信念者（ 左から二 つ目のｂ ）である 。この両 者は、同 一

人物であ る。それ 故、どち らにして も 命題２ を指示す るのはｂ である。 し

た が っ て 、 (30)は 信 念 者 （ ｂ ） 自 身 が 命 題 ２ に つ い て の 信 念 を 持 っ て い る

ことを表現している de dic to 信念文であると言えるのではないだろうか。  

これと同様に、次の (31)が de re 信念を表現していると言えるだろう。  

  (31)  B ｂ [  B ｂ  m(ｍは男性である )o f   向こうの人 ]   

二項関係の信念文である (31)において、左端のｂと命題 [  B ｂ  m(ｍは男性

である )o f   向こうの人 ]（命題１とよぼう）を指示するのは (31)の話し手で

ある。前述の議論に従えば、命題１の内部のｂ、ｍ、「 向こうの人」で対象

を指示指示する者が、 (31)の話し手であるのか、あるいは (31)の信念者（左

端 の ｂ ） で あ る の か は 、 不 定 で あ る 。 し か し (31)と 同 じ く 、 こ れ も 命 題 １

が信念文 であり、 その信念 者が主文 の信念者 と同一人 物である 、という 特
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殊 性 を 持 つ 。 こ こ で 、 命 題 １ を 指 示 す る の は (31)の 話 し 手 で あ る が 、 こ の

命題１の 意味論上 の ＜話し 手＞はｂ である。 というこ とは、命 題１の中 の

指示表現、ｂ、ｍ、「向こうの人」で対象を指示しようとしているのは、命

題１の意味論上の＜話し手＞ｂである。したがって、 (31)は、信念者（ｂ）

が対象（向こうの人）に関する 信念 を表現してお り、 de  re 信 念文であ る。 

 ちなみに、信念者が「私」であるときには、次の (3 2 )と (33 )が d e  d i c t o 信

念文と de  re 信念文になる。  

  (32 )  Ｂ私 [ｓがｐである ]  

   (33 )  Ｂ私  p  o f  s  

なぜなら、 (32 )で命題 [ｓがｐである ]を指示するのは、 (32 )の話し手（私）

であるが、それは同時に (32 )の信念者でもあり、信念者（私）が命題に関す

る信念をもっていることが表現されているからである。(33 )では、ｐとｓを

指示するのは、 (3 3 )の話し手（私）であるが、これも同時に (33 )の信念者で

もあり、 信念者（ 私）が 対 象に関す る信念を もってい ることが 表現され て

いるからである。  

 

４、指示Ｓと指示Ｂの区別は、どのように表現されるか (ラッセルの表記法 )  

 次にラッセル流の通常の表示方法における指示 S と指示 B の区別につい

て、検討したい。次の (34)を考えてみよう。  

(34 )  K トム（キケロがカティリーネを告発した）  

信念者も命題も話し手によって指示されているのだといえるだろう。(34 )

でいえば 、信念者 （ トム） と命題「 キケロが カティリ ーネを告 発した」 を

指 示 す る の は 、 文 (34)の 話 し 手 で あ る 。 命 題 １ の 中 の 「 キ ケ ロ 」 や 「 カ テ

ィリーネ」で対象を指示しているのが、話し手であるのか、信念者（トム）

であるのかは、不定である。  

さて、このように理解するとき、内部量化が認められないことは、明ら
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かになるだろう。 次の例文で説明しよう。  

(35 )（∃ｘ）（ K トム（ｘはカティリーネを告発した））  

  「トムが、それがカティリーネを告発したことを知っているものが

いる。」  

ここで「 ｘはカテ ィリーネ を告発し た」とい う命題を 指示して いるのは 、

話し手で ある。そ してのこ の命題の 内部の「 ｘ」で何 かを 指示 している 者

が誰であ るのかは 、不定で ある。そ れに対し て、 文頭 の存在量 化子が束 縛

できるの は、話し 手が指示 する 「ｘ 」であり 、それゆ えに 左か ら二番目 の

「ｘ」を 束縛する ことはで きない。 ゆえに、 内部量化 は、不可 能なので あ

る。（ちなみに、仮にこの命題の「トム」を「私」に変更して、 (35)の話し

手（私） と信念者 が同 一人 物になり 、偶然に 、二つの ｘを指示 するもの が

同一人物 になった としても 、論理的 には二つ のｘへの 指示は位 相が異な る

ので、この場合にも内部量化はできないと考えるべきだろう。）  

 ところで、信念者による命題への指示（ de dicto 信念文）を表現するに

は、次のようにすればよいだろう。  

(36 )  K トム（Ｋトム（キケロがカティリーネを告発した ））  

「トムは、キケロがカティリーネを告発したことを知っている」  

この説明は、前節での de dicto 信念文の説明と同じになる。  

 しかし信念者の de re 信念を例えば次のように表現することはできない。 

(37 )  Ｋトム（（∃ｘ） K トム（ｘがカティリーネを告発した））  

(37 )は内部に内部量化の表現をもつ ので、無意味である。  

 

５、クワインの表示法の改良案による内部量化問題の解決  

以上の考察を踏まえて、上述の内部量化の例文をもう一度検討しよう。

批判された内部量化の例文は、 次の (6 )に存在的一般化を適用して成立した

(2 )であった。  
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(6)タリがカティリーネを告発したことをトムは知らない  

(2)（∃ｘ）（ｘがカティリーネを告発したことをトムは知らない）  

この (2 )はクワインの表記法で 次のように表現された。  

  (21)  (∃ x )（￢ K Tom yz(y  denounced z )  o f  ｘ  and Cat i l ine）  

こ の (21)を 前 提 し て 問 わ れ た 「 カ テ ィ リ ー ネ を 告 発 し た の だ が 、 ト ム が そ

れを知らないでいるような対象とは何だろうか」という問い対する答えは、

クワインも指摘するであろうように、たしかに次の (22)になるはずである。 

  (22)  ￢ K Tom yz(y  denounced  z )  o f  Tul ly  and Cat i l ine  

    「タリがカティリーネを告発したことをトムは知らな い」  

そして、この Tul ly に Cicero を代入することもできるだろう。なぜなら、

ここでの タリを指 示してい るのは話 し手であ り、話し 手が、タ リ＝キケ ロ

を 知 っ て い る の な ら ば 、 こ の 代 入 は 認 め ら れ る か ら で あ る 。 そ こ で 、 (23)

が成立した。  

  (23)￢ K Tom yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine  

    「キケロがカティリーネを告発したことをトムは知らない」  

しかしキケロついては (4 )が成立していた。  

(4)キケロがカティリーネを告発したことをトムは知っている。  

この (4 )を ク ワイ ンは 次 の (24 )の よ うに 表 記 した の で 、 (23)と 矛 盾し た ので

ある。  

  (24)  K Tom yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine  

しかし、(4)はトムの de re 信念を表現しているはずであるから、それは (24)

ではなく、次の (38)のように表現されるべきなのである。  

  (38)Ｋ  Tom［ K Tom yz(y  denounced z )  o f  Cicero  and Cat i l ine］  

このとき、 (23)と (38)は直ちに矛盾するわけではない。  

 de re 信念文と de dicto 信念文の表記についての我々の修正案によって、

クワイン の表記法 から生じ た矛盾は 、 このよ うに回避 すること ができる 。
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しかし、 内部量化 をめぐる 問題 を、 よりクリ アに より 包括的に 解決する に

は、信念に関する疑問文の表記法を 考察しなければならないだろう。  

 

注  

（ １ ）信 念 文 と 知 識 文 の 最 も 大 き な 違 い は 、「 ト ム は 、ｐ を 信 じ る 」の 場 合 に は 、ｐ

が 真 で あ る か 偽 で あ る か に つ い て は 何 も 前 提 さ れ て い な い が 、「 ト ム は 、ｐ を 知 っ て

い る 」 の 場 合 に は 、 ｐ が 真 で あ る こ と （ 厳 密 に 言 え ば 、 話 し 手 は ｐ が 真 で あ る と 信

じ て い る こ と ） が 前 提 さ れ て い る 。 両 者 の 違 い に つ い て は 、 Jaakko  Hint ikka ,  

Knowled ge  and  Be l ie f ,  （ C orne l  U .P.）  1962  ヤ ー ッ コ・ヒ ン テ ィ ッ カ『 認 識 と 信

念 』 永 井 成 男 、 内 田 種 臣 訳 、 紀 伊 国 屋 書 店 、 1975 年 を 参 照 。 ク ワ イ ン は 、（ ラ ッ セ

ル の い う ）「 命 題 的 態 度 」の 文 と い う 呼 び 方 で 、こ の 主 題 の 言 明 を 考 察 し て い る 。こ

の 言 い 方 の ほ う が あ る い は 適 切 か も し れ な い が 、 こ の 種 の 言 明 の 定 義 を 厳 密 に し よ

う と す れ ば 、 困 難 が 予 想 さ れ る の で 、 こ こ で は 典 型 的 な 信 念 文 や 知 識 文 を 念 頭 に お

い て 議 論 し 、「 信 念 文 」 を 広 い 意 味 で 理 解 し て 、 こ れ を 使 用 す る こ と に し た 。  

(２ )代 入 則 の 適 用 や 内 部 量 化 を め ぐ る 「 信 念 文 の パ ズ ル 」 に つ い て は 、 野 本 和 幸 著

『 意 味 と 世 界 』（ 法 政 大 学 出 版 局 、 1997 年 ）野 本 和 幸 著『 現 代 の 論 理 的 意 味 論 』（ 岩

波 書 店 、1988 年 ）で 多 く の 前 提 と な る 知 識 を 学 ぶ こ と が で き た 。記 し て 感 謝 し た い 。  

(3)W.v.O.Quine ,“ R eference  and  Moda l i ty” in  From a  Log i ca l  Po in t  o f  Vi ew ,  

（ Harvard  U .P.）  1980  (1s t . ed .1953 ) ,  p .142 .  ク ワ イ ン 「 指 示 と 様 相 」（『 論 理 学 的

観 点 か ら 』 飯 田 隆 訳 、 勁 草 書 房 、 1992 所 収 ） p .222。  

(4)Ibid.p148.前 掲 訳 書 、 p.233。  

(5)Ibid.p147.前 掲 訳 書 、p.233。［ ］内 は 入 江 の 挿 入 、他 の 論 文 か ら の 引 用 箇 所 と 関

係 で 、 原 文 の Philip を Tom に 変 更 し 、 訳 文 を 変 更 し た 。 ) 

(6 )  W. v.O .Quine ;“ Quant i f i e rs  and  Prop os i t i ona l  A t t i tudes”  i n  The  Journal  o f  

Ph i l osop hy ,  Vol .L I I I ,No .5 ,  （ 1956）  p p .177 -187 .  

(7)Cf, Quine;ibid.p.182 and Ka p l a n ;“ Q u a n t i f y i n g  In” i n  S y n t h e s e ,  Vo l ,  1 9 ,（ 1 9 69） ,  
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p p . 1 7 8 -2 1 4 .  カ プ ラ ン の こ の 議 論 に つ い て は 、 注 ( 2 )で 挙 げ た 野 本 和 幸 氏 の 著 作 に 詳

し く 紹 介 さ れ て い る の で 、 紙 数 の 都 合 も あ り 説 明 を 省 略 す る 。  

( 8 ) I b i d .  p . 1 8 9 .  

 

 


